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◆
児
童
扶
養
手
当

父
親
の
い
な
い
家
庭
や
、
父
親

が
一
定
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
家

庭
の
子
ど
も
の
母
、
ま
た
は
母
に

代
わ
っ
て
そ
の
子
ど
も
を
養
育
し

て
い
る
方
に
支
給
さ
れ
る
手
当
で

す
。
こ
の
手
当
を
受
け
ら
れ
る
の

は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

子
ど
も
を
育
て
て
い
る
場
合
で
す
。

・
父
母
が
婚
姻
を
解
消
し
た
子
ど

も

・
父
が
死
亡
し
た
子
ど
も

・
父
に
一
定
の
障
害
が
あ
る
子
ど

も・
父
の
生
死
が
明
ら
か
で
な
い
子

ど
も

・
父
に
１
年
以
上
遺
棄
さ
れ
て
い

る
子
ど
も

・
父
が
法
令
に
よ
り
１
年
以
上
拘

禁
さ
れ
て
い
る
子
ど
も

・
母
が
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
懐
胎

し
た
子
ど
も

た
だ
し
、
次
の
よ
う
な
場
合
に

は
、
手
当
を
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

・
申
請
す
る
方
や
子
ど
も
が
日
本

国
内
に
住
所
を
有
し
な
い
と
き

・
申
請
す
る
方
が
公
的
年
金
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き

・
子
ど
も
が
父
ま
た
は
母
の
死
亡

に
つ
い
て
支
給
さ
れ
る
公
的
年
金

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き

・
子
ど
も
が
父
に
支
給
さ
れ
る
公

的
年
金
の
額
の
加
算
の
対
象
と
な

っ
て
い
る
と
き

・
子
ど
も
が
児
童
福
祉
施
設
等

（
母
子
生
活
支
援
施
設
な
ど
を
除

く
）
に
入
所
し
て
い
る
と
き

※
平
成
10
年
３
月
31
日
以
前
に
手

当
の
支
給
要
件
に
該
当
し
た
も
の

の
、
手
当
の
申
請
を
せ
ず
、
か
つ
、

そ
の
間
に
手
当
の
支
給
要
件
に
該

当
し
な
い
要
件
が
発
生
し
な
か
っ

た
場
合
、
原
則
と
し
て
申
請
を
す

る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

ま
た
、
戸
籍
上
婚
姻
届
を
提
出
し

て
い
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と

同
様
の
事
情
に
あ
る
場
合
（
内
縁

関
係
な
ど
）
も
手
当
受
給
の
対
象

に
は
な
り
ま
せ
ん
。
現
在
受
給
中

の
方
も
、
事
実
婚
の
実
態
が
判
明

し
た
場
合
、
手
当
を
返
還
し
て
い

た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

支
給
額
（
全
額
支
給
の
場
合
）

（
15
年
９
月
分
ま
で
）

１
人
�
月
額
４
２，
３
７
０
円

２
人
�
月
額
４
７，
３
７
０
円

３
人
目
以
降
�
月
額
に
３，
０
０

０
円
ず
つ
加
算

（
15
年
10
月
分
か
ら
）

１
人
�
月
額
４
２，
０
０
０
円

２
人
�
月
額
４
７，
０
０
０
円

３
人
目
以
降
�
月
額
に
３，
０
０

０
円
ず
つ
加
算

※
児
童
扶
養
手
当
の
額
は
、
物
価

の
変
動
に
応
じ
て
改
定
さ
れ
て
い

ま
す
が
、
15
年
10
月
か
ら
手
当
額

が
改
定
さ
れ
ま
し
た
。

年
齢

18
歳
に
な
っ
た
年
の
年
度

末
（
３
月
31
日
）
ま
で

ま
た
、
一
定
の
障
害
の
あ
る
児

童
は
20
歳
に
な
る
ま
で

◆
特
別
児
童
扶
養
手
当

一
定
の
障
害
の
あ
る
子
ど
も
を

育
て
て
い
る
方
に
支
給
さ
れ
る
制

度
で
す
。

た
だ
し
、
次
の
場
合
は
支
給
さ

れ
ま
せ
ん
。

・
申
請
す
る
方
や
子
ど
も
が
日
本

国
内
に
住
所
を
有
し
な
い
と
き

・
子
ど
も
が
障
害
に
よ
る
公
的
年

金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き

・
子
ど
も
が
児
童
福
祉
施
設
等
に

入
所
し
て
い
る
と
き

支
給
額
（
１
人
に
つ
き
・
月
額
）

重
度
の
場
合
�
５
１，
１
０
０
円

中
度
の
場
合
�
３
４，
０
３
０
円

児
童
扶
養
手
当
、
特
別
児
童
扶

養
手
当
に
該
当
す
る
場
合
は
、
健

康
生
活
課
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

た
だ
し
、
各
制
度
と
も
に
所
得

制
限
が
あ
り
ま
す
。（
外
国
人
の

方
も
受
給
で
き
ま
す
）
こ
れ
ら
の

手
当
は
、
申
請
を
し
た
翌
月
か
ら

の
対
象
と
な
り
ま
す
。

ま
た
、
各
制
度
の
受
給
者
が
受

給
要
件
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

（
転
入
・
転
出
・
氏
名
変
更
・
児

童
数
の
増
減
な
ど
）
は
、
お
申
し

出
く
だ
さ
い
。

健
康
生
活
課

２
１
４
４

内�

問�

扶養�
人数�

本　　　　人�

全部支給  

190,000円

570,000円

950,000円

1,330,000円

1,710,000円�

一部支給  

1,920,000円

2,300,000円

2,680,000円

3,060,000円

3,440,000円�

2,360,000円

2,740,000円

3,120,000円

3,500,000円

3,880,000円�

０�

１�

２�

３�

４�

配偶者・扶養�
義務者・孤児�
等の養育者�

児童扶養手当所得制限限度額
（14年８月改定）

所得制限未満の場合、全部支給または、一部支給と
なります。
※一律控除（8万円）のほか、諸控除が受けられる
場合があります。

扶養�
人数�

本　　　　人� 配偶者・扶養義務者�

０�

１�

２�

３�

4,596,000円

4,976,000円

5,356,000円

5,736,000円�

6,287,000円

6,536,000円

6,749,000円

6,962,000円�

特別児童扶養手当所得制限限度額
（14年８月改定）

所得制限未満の場合に支給となります。
※一律控除（8万円）のほか、諸控除が受けられる
場合があります。
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図書館通信�お越
しく
ださ
い�

みん
なの
図書
館�

�723-0017

★おはなし会は14時（小さい子の時間）と14時30分（大
　きい子の時間）の２回です。

★赤ちゃん向けおはなし会�

10月…11日・11月…15日�

10月17日……11時から�

移動図書館「ブックシャトル」10･11月

今月のおすすめ�今月のおすすめ�

　フランス貴族と黒人奴隷の間
にカリブで生まれた文豪アレク
サンドル・デュマの父は、人種
差別の嵐の中、フランス革命を
迎える。�
　その褐色の肌と勇猛な巨躯ゆ
えに、敵から「黒い悪魔」と恐
れられたナポレオン時代の将軍
の波乱に満ちた人生を描く歴史
小説。�

新着図書案内�
10月15日･11月5日･19日　　　（第1･3水曜）

伊奈中央会館　　　　 14：00～14：30

小針小学校　　　　 14：50～16：00

10月･16日･11月6日･20日　　 （第1･3木曜）

中島児童公園　　　　 11：00～11：45

あやめ会館　　　　 13：40～14：20

小室小学校　　　　 14：40～15：40

10月8日･11月12日･26日　　　（第2･4水曜）

小針内宿区民センター 14：50～15：20

小針中学校　　　　 15：40～16：30

10月9日･11月13日･27日　　　（第2･4木曜）

原児童公園　　　　 10：40～11：20

宮前児童公園　　　　 11：40～12：20

丸山公民館　　　　 13：50～14：20

南 小 学 校　　　　 14：40～15：40

「汝の名」　明野　照葉�

「煤煙」　　　　　北方　謙三�

「紀文大尽舞」米村  圭伍�

　「花火師リーラと火の魔王」�

　　　　フィリップ・プルマン�

　「お星さまをみつめて」�

　　ジーグリット・ツェーフェルト�

　　　　　　　　は児童書です�

　　　　　　　　　10月　６日･13日･14日･20日～31日

11月　１日～４日･10日･17日･23日･24日･30日 

休�休�館�館�情�情�報�報�

※10月20日�～11月４日�はコンピュータシステム切替えのため休館で 
す。11月５日�からは通常どおりご利用いただけます。 

図書館通信�

「自分でやりたい人の最新�
　　バイク・メンテナンス」  

「黒い悪魔」  
佐藤賢一著　文藝春秋�

ポリオ生ワクチン追加接種�ポリオ生ワクチン追加接種�

３階建て以上の中高層建物

や、一度に大量に使う工場や

学校などでは、水道水を一度

貯水槽に貯めてから使う方式

をとっています。

貯水槽の点検・清掃を定期

的に行わないと、水槽内の汚

れや本体の腐食による濁りや

異臭、漏水の原因になります。

貯水槽の管理は所有者や管

理者の方々の責任になります。

清浄な水をお使いいただくた

めにも年に一度以上の点検を

行ってください。

町水道課�７２１―５５

５５・鴻巣保健所上尾支所�

７７５―４７１１

問�

特別永住者
（朝鮮半島・

台湾出身者）
の皆様へ

●特別永住者（帰化者も含み

ます）で、旧日本軍の軍人軍

属等として戦死された方や死

亡された重度戦傷病者のご遺

族に弔慰金（２６０万円）が、

重度戦傷病者の方に見舞金

（４００万円）がそれぞれ支給

されています。

請求期限 平成16年３月31日

まで

※期限までに請求されないと

弔慰金が支給されません。請

求はお早めに。

健康生活課健康福祉係

２１４４または、総務省弔慰

金等支給業務室�０３－３５

３９－７８３１へ

内�問�

昭和50年から52年生まれの人は、ポリオ

の免疫力が低いため、ポリオ常在国へ行っ

たり、お子さんがポリオ接種を受けたりし

たときに、まれに家庭内感染を起こすこと

があります。

対象者で接種を希望する人は、乳幼児の

ポリオ接種時に一緒に接種してください。

対象者 昭和50年～52年生まれの人

費用 無料

実施方法 町で実施しているポリオ接種時

に20人（定員になり次第締切）

※日程・会場については「予防接種日程表」

を参照してください。

受付時間 13時30分～13時45分

（受付・接種は乳幼児の接種終了後となり

ます）

健康生活課へ電話等で申し込みくだ

さい。予診票と注意書を送付します。

※妊娠している方は接種することができま

せん。

申�

貯水槽水道の
設置者の方へ


